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５ 財政改革（第二期財政改革推進計画）

（１） 基本的な考え方

本県においては、これまで、「宮崎県財政改革推進計画」に基づき、様々な財政改革

に取り組んできましたが、同計画策定後に地方交付税等の大幅な削減や社会保障関係費

の自然増、台風災害による予想外の財政支出等があり、本県財政の現状はさらに厳しさ

を増しています。

今後、財政健全化へ向けて特段の対策を講じない場合には、財政の中期見通しのとお

り、毎年度の多額の収支不足から財政再建団体への転落が懸念されることから、引き続

き「第二期」の財政改革に取り組む必要があります。

このため、短期的には、財政再建団体への転落を回避するため、多額の収支不足を圧

縮する対策を集中的に実施することとします。

また、中・長期的には、将来世代への負担軽減のため、県債残高を減少に転じさせる

とともに、持続的に健全性が確保される財政構造への転換に向けた取組みを推進します。

改革を進めるにあたっては、特に、「多額の一般財源を要する経費」や「優先順位の

低い事業の経費」については、政策マネジメントシステムとも連携しながら、休止や廃

止することを含め、事業そのもののあり方にまで踏み込んだ見直しを行うこととします。

また、必要に応じて組織や制度のあり方についても、聖域なく見直しを行います。

（２） 見直し目標額

① 見直し目標１

財政の中期見通しでは、平成２２年度までの４年間において１，０８６億円(一般財

源ベース）の収支不足額が生じ、平成２２年度には基金が枯渇し予算編成が困難となる

ことが見込まれます。財源調整のための基金に頼らない持続性のある財政運営を行うた

めには、今後４年間に１，０８６億円（一般財源ベース）の見直しを行う必要がありま

す。

しかしながら、この額の見直しを一度に行うことは、県民生活への多大な影響が予想

され非常に困難であることから、中・長期的には収支不足を解消し、持続性のある財政

運営を目指しつつも、当面は基金を活用しながら、予算の執行段階での経費節約等も含

め、収支不足額の半分程度以上をカバーする６００～７００億円(４年間累計の一般財

源）を見直しの目標額とします。

年 度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 計

当初予算ベース
の収支不足額 238億円 264億円 278億円 306億円 1,086億円

（一般財源ベース）

目標１ ～収支不足額を圧縮するための目標

４年間累計の見直し目標額（一般財源ベース） ６００～７００億円
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② 見直し目標２

収支不足額を圧縮する一方、併せて、事業の再構築や持続可能な健全性のある財政構

造へ転換する取組みを進める必要があることから、スクラップ・アンド・ビルドによる

重要施策への振替を含め、平成１８年度予算から単年度で３５０億円程度（事業費ベー

ス）の見直しを行うことを２つめの目標とします。

このため、人件費の削減や投資的経費の縮減・重点化、事務事業の見直しの強化に取

り組みます。特に、平成１９年中に、真に必要な事業か、また県が実施すべき事業かを

検証する「事業仕分け」を実施し、平成２０年度予算への反映を目指します。

目標２ ～事業の再構築、財政構造の健全化のための目標

平成２２年度における対１８年度の歳出見直し目標額（事業費ベース） ３５０億円

※３５０億円にはスクラップ・アンド・ビルドによる他の事業への振替を含む。

平１８

5,801億円

特
定
財
源

一
般
財
源

平１９ 平２０ 平２１

目標２

単年度
350億円

見直し目標のイメージ

スクラップ・アンド・ビルド

平２２

目標１

累計600～700億円

2,039
億円

3,762
億円



※１ 「平成２２年４月１日までの５年間で９００人」は、前大綱（「宮崎県行政改革大綱2006」）策定時点の目標値であり、本大

綱では、目標を平成２３年４月１日までの６年間で１，０００人（一般会計での効果分は８６４人）純減することとしている。
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（３） 具体的な取組み

以下に掲げる取組み（削減額・削減率等）は、あくまで現時点の目標であって、地方交

付税の大幅な減少や、大規模な災害に伴う歳出増等により、収支不足が拡大した場合には、

さらなる見直しを行うこととします。

① 歳出面での対策

歳入面での大幅な増が見込めないため、歳入に見合った歳出規模・構造とする改革が

不可欠であり、義務的経費を含む全ての歳出の徹底した見直しを行います。

ア 義務的経費 ＜見直し目標額２５３億円＞

（うち県費２２６億円）

※県費は一般財源＋起債（以下同じ）

ⅰ 人件費

○ 職員数の削減

知事部局、教育委員会、警察本部等全ての部門について、適正な定員管理に努め、

平成２２年４月１日までの５年間で９００人（一般会計での効果分は７６９人）

を純減（※１）します。特に、事務事業の見直し及び組織の簡素合理化、民間委託

の推進等をさらに加速化させることにより、可能な限り縮減の進捗度を高めます。

地方分権、市町村合併の進展など、本県を取り巻く環境が大きく変化する中、高

度化、多様化する県民の行政需要に迅速かつ的確に対応するため、スクラップ・

アンド・ビルドを基本に行政組織の不断の見直しを行います。

○ 職員給与の削減

知事、副知事など特別職の給与について、一般職の給与改定や国・他県・民間企

業の状況等を考慮しながら適正な管理を行います。

一般職の給与については、平成１７年の人事委員会勧告を踏まえ、給与構造改革

（給料表全体の水準を約５％引き下げ等）を着実に実施するとともに、引き続き、

人事委員会勧告の趣旨や国等との均衡を考慮した適正な給与管理を行います。

第二期財政改革推進期間中は、次の給与減額を行います。また、毎年度の収支不

足や財源調整のための基金の状況をはじめ本県財政の現状等を総合的に勘案し、

これ以外の人件費削減について検討を行います。

知事の給料２０％減額＊

副知事の給料１０％減額＊

企業局長、病院局長、常勤監査委員、教育長及び看護大学長の給料５％減額＊

管理職手当１０%減額＊

効率的な業務運営の徹底により、時間外勤務等の縮減を図ります。
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ⅱ 扶助費

扶助費は、生活保護費や児童扶養手当給付費など国の基準付けがあるものがほと

んどですが、中・長期的に抑制するための手法の検討を行います。

ⅲ 公債費

県債の新規発行額を可能な限り抑制することにより、県債残高の圧縮を図り将来

世代への負担を軽減します。

当面の負担を軽減するため、借換債を活用し公債費の平準化を図ります。

イ 投資的経費 ＜見直し目標額４１６億円＞

（うち県費２２３億円）

公共事業については、緊急性や費用対効果、地域経済への影響、国の動き(国の

公共投資の見直しの方向、地方財政計画等）、財源となる起債発行額や県債残高

等を踏まえ、一層の縮減・重点化を図ります。

補助公共事業、地方道路交付金、直轄事業負担金（直轄高速自動車国道事＊

業負担金を除く。）及び県単公共事業（公共施設の維持管理経費を除く。）

・・・毎年度対前年度比５％削減

直轄事業負担金(直轄高速自動車国道事業負担金） ・・・所要額＊

県単公共事業（公共施設の維持管理経費） ・・・所要額＊

公共事業の状況

平18当初予算（特別枠を除く） 構成比

公共事業 １，１８９億円 100.0％

補助公共事業 ５８１億円 48.9％

地方道路交付金 １２４億円 10.4％

県単公共事業 １１６億円 9.8％

直轄事業負担金 １４１億円 11.9％

災害復旧事業 ２２７億円 19.1％

※ 端数処理の関係で合計額・率が合わないところがある。

一般競争入札の対象範囲の拡大をはじめとした入札・契約制度の見直しや電子入

札の推進により、入札・契約の透明化、競争性の向上を図ります。また、公共事

業評価や「宮崎県公共事業コスト構造改革プラン」に基づいたコスト縮減の推進

により、効率的な公共事業の実施に努めます。

入札・契約制度改革について、着実な実施を図ります。

いわゆる箱物整備については、県民にとって必要性が特に高く、緊急性のあるも

のを除き、新規着工を凍結します。
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ウ 一般行政経費 ＜見直し目標額 ２７７億円＞

（うち県費 ２１９億円）

※スクラップ・アンド・ビルドによる他事業への振替も含む。

補助金をはじめ全ての事務事業について、ゼロベースでの徹底した見直しを行い、

既に事業目的を概ね達成しているものや、事業効果、必要性、緊急性が低下している

もの等については、廃止を含め聖域のない抜本的な見直しを行います。このため、

『「県民総力戦」による宮崎県予算改革委員会』（仮称）を設置し、(4)に掲げる「事

業仕分け」を実施します。また、見直しにより得られた財源を活用し重要施策へ振り

向けるなど、施策の「選択と集中」を図ります。

ⅰ 補助費等

補助金については、団体の自立を促進する観点からも次のような視点で思い切った見

直しを行います。

【 補助金見直しの主な視点 】

1) 上乗せ補助金の原則廃止

2) 多額の一般財源を要する補助金の見直し

3) 長期間にわたり支出している補助金の見直し

4) 部局間で整理可能な補助金の見直し

5) 各種団体に対する運営費・事業費補助金の見直し

6) 市町村との役割分担や市町村の財政力を考慮した市町村補助金の見直し

県出資の公社や関係団体等については、「宮崎県公社等改革指針」に基づき統廃

合を積極的に進めるとともに、公社等の経営の自立化と効率化を図るため、県関

与の見直しに取り組みます。

社会保障関係費については、国の基準付けがあるものがほとんどですが、漫然と自

然増を放置することなく、治療から予防への運動推進の取組みなどにより中・長期

的に伸びを抑制するための手法について検討を行います。

協議会等への参加負担金については、参加する意義の薄れている協議会等からの

脱退を図ります。

ⅱ 物件費・維持補修費

極めて厳しい財政状況を職員一人ひとりが認識し、旅費や需用費、役務費等の経

費について情報通信技術（ＩＴ）も活用しながら必要最小限となるよう節減に努

めます。

新たに導入した電子システム等のうち、費用対効果や利用率が低いものについて

は、当該システム等の廃止を含め、その必要性等について再検討を行うとともに、

電子システム関係経費全体の縮減を図ります。また、新規に導入する電子システ

ム等については、費用対効果を精緻に分析し、既に導入した電子システム等との

密接な連携を確保した上で、必要不可欠なもののみ最小限の範囲内で導入を図り

ます。

事務の軽減及び経費の節減を図るため、消耗品の調達方法や在庫管理の見直しを

行います。

ⅲ その他

県と民間、市町村等との適切な役割分担のもと、「アウトソーシング推進指針」

を踏まえ民営化や民間委託、ＮＰＯとの協働等を推進します。また、公の施設の

あり方そのものについて廃止等を含めた見直しを進めるとともに、直営施設につ
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いては指定管理者制度の導入を含めた管理運営体制の抜本的見直しを図ります。

エ 特別会計・公営企業会計への繰出金 ＜見直し目標額 １２億円＞

（うち県費 １２億円）

特別会計・公営企業会計への繰出金の圧縮を図ります。特に、病院会計において人

件費や各種経費を見直すとともに収益確保を図るなど抜本的な経営改革を図り、一般

会計からの繰出金を抑制します。

オ 執行段階での経費節約等 ＜見直し目標額 ３４０億円＞

（うち県費 ３４０億円）

旅費や需用費、使用料、賃借料、役務費など各経費における執行段階での経費節約

を徹底する等により、年度中の歳入増も含めて毎年度８５億円程度の財源捻出を図り

ます。

② 歳入面での対策

＜見直し目標額 ２４億円＞

（うち県費 ２４億円）

※借換債を含む。

本県の脆弱な財政基盤を改善していくため、自主財源の割合を引き上げていくとともに、

本県の最大の財源である地方交付税の所要額の確保に努める必要があります。

ア 自主財源

ⅰ 県税

県税については、自主・自立を確立するための税の公平・厳正な執行の観点から、

貴重な自主財源を確保するため、課税・徴収の両面から、税収確保の取組みをよ

り一層推進し、重点的な滞納縮減策を実施し収入確保を図ります。特に、個

人住民税については、平成１９年度から本格的に税源移譲が実現されることか

ら、各県税事務所と市町村との連携をより密にし、徴収確保に努めるとともに、

県民に対し、税制改正の内容等について正しく理解してもらうための広報に努め

ます。

また、産業振興への積極的な取組みにより、中・長期的に県税収入の増を図りま

す。

コンビニ収納やインターネット公売、タイヤロック等の新たな取組みについても、

さらに工夫を重ねて効果的に活用します。

森林環境税や産業廃棄物税については、税の仕組みや使途について広報するとと

もに、適切な課税・徴収に努めます。

ⅱ 使用料・手数料

使用料・手数料については、全般にわたる見直しを徹底し、必要な見直しは毎年

度行うとともに、徴収コストに見合わないものについては廃止するほか適正な受

益者負担を求める視点から検討を進めます。

使用料・手数料の減免のあり方について、公平性等の観点から検討を行います。

ⅲ 財産収入
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未利用財産のうち、今後とも利用見込みのないものについては売り払いを行うと

ともに、売却が困難なもの等は貸付により歳入の確保を図ります。また、県が保

有する株券について、法人に対する県関与の必要性等を考慮し売却を検討します。

ⅳ その他

特定目的基金について、基金の設置目的に沿った適切な取崩しや運用益の確保に

努めるとともに、県民ニーズの変化により必要性が低下した基金のあり方につい

て廃止を含め抜本的な見直しを行います。さらに、臨時的な財源確保策のための

特定目的基金の活用について検討を行います。

関係団体への出資金について、出資の引き揚げ等について検討を行います。

特別会計での事業規模の適正化を図り、繰越金等の余剰資金については、一般会

計への繰り戻しを行います。

ホームページへのバナー広告や情報誌への広告掲載、施設命名権（ネーミングラ

イツ）など、新たな広告収入の導入を図ります。

インターネットによる広報やＡＴＭ販売の拡大などにより宝くじ収益金の販売総

額の増加を図ります。

イ 依存財源

ⅰ 地方交付税

本県歳入の約３割を占める地方交付税について、必要な額が確保されるよう国に

対し、機会あるごとに強く求めていきます。

ⅱ 県債

当面の財源確保策として、必要最小限の範囲で行政改革推進債や退職手当債の活

用を図ります。

ⅲ 国庫支出金

少ない一般財源により効果的な事業の実施を図るため、有利な国の制度（国庫支

出金）の活用を図ります。

③ 財政システムの見直し

ア 「事務事業の見直し」の徹底・強化

財政改革を進めるにあたって最優先に実施するべき「事務事業の見直し」を徹底す

るため、７～８月を「事務事業見直し強化期間」と位置付け、事業の必要性や緊急性

等はもとより、組織や制度設計のあり方にまで踏み込んだ検討のための時間や議論す

る場を設定するとともに、毎年度フォローアップを行います。

特に、(4)に掲げる「事業仕分け」を平成１９年中に実施し、平成２０年度予算へ

の反映を目指します。

イ 成果重視の予算編成システム

政策マネジメントシステムで分析した成果や相対評価、整理統合の可能性などの視

点を取り入れるとともに、バランスシート・行政コスト計算書等を活用することによ

り、成果を重視した予算編成システムを検討します。
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また、新たな予算措置を伴わず知恵と工夫により県民サービスの向上を図る「ゼロ予

算施策」の積極的な推進を図ります。

ウ 予算編成プロセスの見直し

過去の右肩上がり（予算の拡大傾向）の時期の予算編成プロセスを踏襲しているも

のや、慎重な予算編成を重視するあまり重複・過剰となっている予算編成事務がない

かを検討するなど、効果的、効率的な予算編成プロセスへ向けた見直しを行います。
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（４） 計画推進のための取組み

計画推進のための取組みとして、事務事業の必要性の有無や実施主体のあり方について

内容や性質に応じた分類、整理等を行い、県として実施することが適当な事業かを検討す

るため、外部の意見も採り入れた「事業仕分け」を平成１９年中に実施し、平成２０年度

予算への反映を目指します。

また、毎年度、行財政改革推進本部や行政改革懇談会等において、第二期財政改革推進

計画期間中の進捗管理を行い、計画に沿った見直しがなされているか確認します。

「事業仕分け」のイメージ

現在の事業

必要
不
要

行政
民
間

県国
市
町
村

・県民へのサービス提供が必要な事業か

・行政がすべき事業か

・民業圧迫となっていないか

・県がすべき事業か

・どの事業主体が行うのが効果的か
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（５） 見直し額の内訳

［単位：億円］

（一般財源ベース）

１９年度 ２０年度 ２１年度 ２２年度 計
収支不足額

２３８ ２６４ ２７８ ３０６ １，０８６

見直し目標額 （上段は事業費ベース、下段はうち県費（一般財源＋起債））

区 分 １９年度 ２０年度 ２１年度 ２２年度 計

人件費の削減
２６ ５０ ７７ １００ ２５３

(２３) (４５) (６９) (８９) (２２６)

投資的経費の縮減・重点化
４４ ８５ １２５ １６２ ４１６

(２３) (４６) (６７) (８７) (２２３)

事務事業の見直し ５６ ６５ ７４ ８２ ２７７
(４０) (５０) (６０) (６９) (２１９)

繰出金 ４ ８ １２
(４) (８) (１２)

執行段階での経費節約等
８５ ８５ ８５ ８５ ３４０

(８５) (８５) (８５) (８５) (３４０)

歳入確保対策
１９ １ ２ ２ ２４

(１９) (１) (２) (２) (２４)

計 ２３０ ２８６ ３６７ ４３９ １,３２２
(１９０) (２２７) (２８７) (３４０) (１，０４４)

【目標１関連】 （一般財源ベース）

収支不足圧縮に効果のある １９年度 ２０年度 ２１年度 ２２年度 計

見直し目標額 １３６ １４７ １８２ ２１１ ６７６

収支不足圧縮のため、４年間累計で６００～７００億円（一般財源ベース）を見直す目

標１に対し、６７６億円の見直し（スクラップ・アンド・ビルドによる他の事業への振替

を除く。）を行います。

【目標２関連】 （事業費ベース）

歳出見直し目標額 １９年度 ２０年度 ２１年度 ２２年度 計

２１１ ２８５ ３６５ ４３７ １，２９８

事業の再構築、財政構造の健全化のため、平成１８年度当初予算を基準に単年度で

３５０億円（事業費ベース）見直す目標２に対し、平成２１年度には３６５億円の歳出見

直し（スクラップ・アンド・ビルドによる他の事業への振替を含む。）を行います。
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県債残高の見込み １８年度 １９年度 ２０年度 ２１年度 ２２年度

（年度末における残高見込み） 9,050 9,036 8,955 8,812 8,632
※下段は臨時財政対策債を除いた残高見込み (7,535) (7,369) (7,189) (6,958) (6,731)

※ 「県債残高の見込み」は、公共事業について(4)の削減を行い、臨時財政対策債を▲１０％とした場合の
試算値であり、災害復旧事業債や退職手当債、箱物建設の状況等により変動する。なお、臨時財政対策債
は、地方交付税の代替財源とされている。

財政課所管４基金残高見込み １８年度 １９年度 ２０年度 ２１年度 ２２年度

（２月補正後の残高見込み） ６０８ ５０６ ３８９ ２９３ １９８

※ 「人件費の削減」のうち、職員数の削減は、「財政の中期見通し」に織り込み済みであり、収支不足圧縮には影響しない。

※ 「事務事業の見直し」は、スクラップ・アンド・ビルドによる他の事業への振替を含む。

※ 「収支不足圧縮に効果のある見直し目標額」は、「財政の中期見通し」で織り込み済みの職員数の削減やスクラップ・ア

ンド・ビルドによる他の事業への振替分を除いた見直し額（一般財源ベース）

※ 借換債については、「歳入確保対策」に計上。

※ 「財政課所管４基金残高見込み」には、当該年度の２月補正による積立て等を含む。

平１８

5,801億円

特
定
財
源

一
般
財
源

平１９ 平２０ 平２１

単年度
365億円

見直し目標のイメージ

スクラップ・アンド・ビルド

平２２

累計６７６億円

2,039
億円

3,762
億円
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多額の一般財源を要する事業の例（事業費（一般財源の額）は平成１８年度当初予算額）

（単位：億円）

部局名 事業名 事業費（一般財源の額）

総務部 ・庁舎の清掃警備等委託料 ３．１ （２．９）
・徴税活動経費 ２．８ （２．８）

地域生活部 ・私立学校振興費補助金 ５４．０ （４６．７）
・県立芸術劇場等関連経費 ５．１ （５．１）
・青少年自然の家管理運営委託費 ２．７ （２．７）
・廃止路線代替バス等運行費補助金等 ２．５ （２．５）
・私立学校退職金基金社団補助金 １．４ （１．４）
・「みやざきの空」航空ﾈｯﾄﾜｰｸ活性化事業 １．１ （１．１）

福祉保健部 ・県立病院一般会計繰出金 ５７．５ （５７．５）
・県立看護大学運営費 １０．０ （６．９）
・老人福祉施設等整備事業 ５．８ （１．９）
・健康づくり推進ｾﾝﾀｰ管理運営委託料 １．８ （１．８）
・身体障害者施設整備事業 ４．０ （１．３）
・看護師等確保対策事業 ３．３ （１．１）

環境森林部 ・浄化槽整備事業 ４．１ （４．１）
・森林整備地域活動支援交付金 ６．２ （２．１）
・林業担い手対策基金事業 ２．０ （１．８）
・県営林特別会計繰出金 １．７ （１．７）

商工観光労働部 ・経営指導員等設置費 １３．６ （１３．６）
・企業立地促進補助金 １２．５ （１２．５）
・工業技術ｾﾝﾀｰ運営管理費 １．６ （１．６）
・経営支援事業費 １．４ （１．４）
・中小企業金融円滑化補助金 １．４ （１．２）
・中小企業団体中央会補助金 １．１ （１．１）

農政水産部 ・元気みやざき園芸産地確立事業費 ２．３ （２．３）
・総合農業試験場本場管理費 １．５ （１．５）
・ブロイラー価格安定基金強化事業 １．４ （１．４）
・活動火山周辺地域防災営農対策事業費 １．２ （１．２）
・密漁防止体制強化対策事業 １．１ （１．１）

教育委員会 ・県立学校耐震対策事業 ９．４ （５．９）
・教育のIT化事業 ３．０ （３．０）
・国際理解教育推進事業 ２．２ （２．２）
・美術館管理運営費 ２．１ （２．０）
・国体等に向けた選手強化事業 １．７ （１．７）
・博物館管理運営費 １．６ （１．５）
・考古博物館管理運営費 １．４ （１．４）

警察本部 ・信号機新設、道路標識及び道路標示等整 ５．１ （４．２）
備費

・警察業務電算化推進事業経費 ４．２ （３．６）
・警察庁舎及び宿舎維持管理費 ３．０ （２．５）
・警察官等の被服購入費 １．５ （１．５）
・警察活動経費等 ４．８ （１．４）
・信号機等のﾃﾞｻﾞｲﾝﾎﾟｰﾙ共架整備費 １．０ （１．０）




